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告 示 

 

滋賀県告示第10号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定管理者を指定した。 

令和６年１月12日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 施設の名称 滋賀県立スポーツ会館 

２ 指定管理者 大津市松本一丁目２番20号 公益財団法人滋賀県スポーツ協会 会長 河本英典 

３ 指定の日 令和５年12月21日 

４ 指定の期間 令和６年４月１日から令和７年３月31日まで 

 

滋賀県告示第11号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定管理者を指定した。 

令和６年１月12日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 施設の名称 滋賀県立近江富士花緑公園 

２ 指定管理者 守山市洲本町1215番地 近江富士 楽えんパートナーズ 代表者 守山環整株式会社 代表取締役

井入秀一 

３ 指定の日 令和５年12月21日 

４ 指定の期間 令和６年４月１日から令和11年３月31日まで 
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滋賀県告示第12号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の指定障害児通所支援事業者として、次の者を指定した。 

令和６年１月12日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

事 業 所 

の 名 称 

事業所の 

所 在 地 
名  称 

主たる事務所 

の 所 在 地 

指定障害児通所 

支 援 の 種 類  
指定年月日 事業所番号 

放課後等デ 

イサービス 

Ｏｈａｎａ 

守山市吉身五 

丁目６－69 

株式会社Ｋｏ 

ａ 

守山市吉身五 

丁目６－69 

放課後等デイサー 

ビス 
令和６.１.１ 2550700377 

 

滋賀県告示第13号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の指定障害児通所支援事業者として指定した者のうち、

次の者から廃止の届出があった。 

令和６年１月12日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

事 業 所 

の 名 称 

事業所の 

所 在 地 
名  称 

主たる事務所 

の 所 在 地 

指定障害児通所 

支 援 の 種 類  
事業所番号 廃止年月日 

放課後等デ 

イサービス 

Ｏｈａｎａ 

守山市吉身五 

丁目６－69 

株式会社三ッ 

葉 

守山市古高町 

341－１ 

放課後等デイサー 

ビス 
2550700153 令和５.12.31 

 

滋賀県告示第14号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第51条の14第１項の指定一

般相談支援事業者として指定した者のうち、次の者から廃止の届出があった。 

令和６年１月12日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

事 業 所 

の 名 称 

事業所の 

所 在 地 
名   称 

主たる事務所 

の 所 在 地 

指定地域相談 

支 援 の 種 類 
事業所番号 廃止年月日 

相談支援事業 

所ほほえみ 

甲賀市甲賀 

町大原市場 

９ 番 地 １ 

ジョイショ 

ッピングセ 

ンター敷地 

内 

合同会社ほほ 

えみ 

甲賀市甲賀町高 

嶺888番地１ 

地域移行支援 

地域定着支援 
2531400121 令和５.12.31 

 

公 告 

 

滋賀県労働委員会委員に任命した者の公告 

労働組合法（昭和24年法律第174号）第19条の12第３項の規定に基づき、令和６年１月１日付けで滋賀県労働委員会

委員を次のとおり任命した。 

令和６年１月12日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

使用者委員 川西 民雄 

 

公共測量実施公告 
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測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、愛荘町長 有村 国知か

ら公共測量の実施について次のとおり通知があった。 

令和６年１月12日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 作業の種類 公共測量（数値地形図修正） 

２ 作業の地域 愛荘町全域 

３ 作業の期間 令和５年12月25日から令和６年３月29日まで 

 

健 康 福 祉 事 務 所 告 示 

 

滋賀県東近江健康福祉事務所告示第１号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者として、次の者を指定した。 

令和６年１月12日 

 滋賀県東近江健康福祉事務所長 小 林 靖 英 

 

事 業 所 

の 名 称 

事業所の 

所 在 地 

申請者の名称およ 

び代表者の氏名ま 

たは開設者の氏名 

主たる事務所 

の 所 在 地 

サービス 

の 種 類 
指定年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

まごころ湖 

東 

東近江市湯屋 

町1181番地１ 

および1182番 

地の一部 

株式会社まごころ住 

宅 

代表取締役 藤村典 

久 

岐阜県岐阜市 

東鶉三丁目61 

番地 

介護予防特 

定施設入居 

者生活介護 

令和６.１.１ 2570501326 

 

滋賀県湖東健康福祉事務所告示第２号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者および同法第53条第１項の指定介護予

防サービス事業者として指定した者のうち、次の者から廃止の届出があった。 

令和６年１月12日 

 滋賀県湖東健康福祉事務所長 嶋 村 清 志 

 

事 業 所 

の 名 称 

事業所の 

所 在 地 

申請者の名称およ 

び代表者の氏名ま 

たは開設者の氏名 

主たる事務所 

の 所 在 地 

サービス 

の 種 類 

介 護 保 険 

事業所番号 
廃止年月日 

株式会社福 

島建具製作 

所 

彦根市馬場一 

丁目２番33号 

株式会社福島建具製 

作所 

代表取締役 弓矢清 

司 

彦根市馬場一 

丁目２番33号 

特定福祉用 

具販売 

特定介護予 

防福祉用具 

販売 

2570200432 令和５.12.29 

 

県 税 事 務 所 公 告 

 

軽油引取税免税軽油使用者証無効公告 

次のとおり軽油引取税の免税軽油使用者証を亡失した旨の届出があったので、亡失の日以後は無効とする。 

令和６年１月12日 

 滋賀県中部県税事務所長 田 中 佳 子 

 

業 種 記 号 ・ 番 号 有 効 期 限 
免税軽油使用者証に記載された 

使用者の所在地および氏名（名称） 
亡失年月日 

農 業 
滋 賀 県 

第0400144号 
令和６.３.31 

近江八幡市安土町下豊浦3347番地 

農事組合法人ファームあづち 
令和６.１.５ 
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農 業 農 村 振 興 事 務 所 公 告 

 

土地改良区役員退任および就任公告 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、下仰木土地改良区から次のとおり役員が退任およ

び就任した旨の届出があった。 

令和６年１月12日 

 滋賀県大津・南部農業農村振興事務所長 茶 野 正 徳 

１ 退任 

理事および監事の別 氏      名 住                 所 

理    事 岡  本     功 大津市仰木五丁目７番17号 

〃 堀  井     勇 同 市仰木四丁目23番20号 

２ 就任 

理事および監事の別 氏      名 住                 所 

理    事 山  本  健  一 大津市仰木五丁目８番13号 

〃 北  村  晶  一 同 市仰木四丁目14番50号 

 

土 木 事 務 所 公 告 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定に基づく開発行為に関する工事の完了届に対し、同条第２

項の規定に基づき、次のとおり検査済証を交付した。 

令和６年１月12日 

 滋賀県東近江土木事務所長  橋  本     聡 

 

開発許可を受けた者 

の 住 所 ・ 氏 名 
開 発 区 域 の 名 称 面  積 

検 査 済 証 

交付年月日 番  号 

蒲生郡竜王町大字小口1138 

番地４リクソーレⅢ203号 

西村悠哉 

蒲生郡竜王町大字小口字里 

内155番５ 
163.60㎡ 令和５.12.28 000556 

 

公 安 委 員 会 規 則 

 

滋賀県公安委員会運営規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年１月12日 

 滋賀県公安委員会委員長 大 塚 良 彦 

滋賀県公安委員会規則第１号 

滋賀県公安委員会運営規則の一部を改正する規則 

滋賀県公安委員会運営規則（昭和31年滋賀県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「定例会議」を「、定例会議」に改め、同条第２項中「定例会議は」の右に「、原則として、」を

加え、同条第４項を同条第５項とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の場合において、委員長は、特別な事情により定例日時に開くことができないと認めるときは、定例会議の

開催を中止し、またはその日時を変更することができる。 

付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

発行人・発行所 滋 賀 県 大津市京町四丁目１番１号 


